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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成20年7月17日(2008.7.17)

【公表番号】特表2008-504528(P2008-504528A)
【公表日】平成20年2月14日(2008.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2008-006
【出願番号】特願2007-518295(P2007-518295)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/543    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/545    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/76     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/68     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  33/53    ＺＮＡＭ
   Ｇ０１Ｎ  33/53    　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ  33/53    　　　Ｘ
   Ｇ０１Ｎ  33/543   ５７５　
   Ｇ０１Ｎ  33/545   　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ  33/543   ５４１Ａ
   Ｇ０１Ｎ  21/76    　　　　
   Ｃ１２Ｑ   1/68    　　　Ａ
   Ｃ１２Ｎ  15/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成20年5月23日(2008.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）（Ａ）ｋ、（Ｂ）ｕ、（Ｃ）、（Ｄ）ｘ

　［式中、
　Ａは、電気化学的エネルギー源に直接曝すことにより電磁放射を繰り返し放射すること
が引き起こされ得るＥＣＬ部分であり、
　Ｂは第１の担体であって、その中に２以上のＡを含み、Ｂは対象の分析物に連結してい
るか、又は対象の分析物の第１の特異的結合パートナーに連結しており、
　Ｃは対象の分析物を含むことがある試料であり、
　Ｄは対象の分析物に連結しているか、又は対象の分析物の第２の特異的結合パートナー
に連結している第２の担体であり、
　ｕ、及びｘは、各々１以上の整数であり、ｋは、２以上の整数である。但し、ＢとＤの
両方は対象の分析物に連結してはいない。］
　を含む組成物を形成するステップと、
　（ｂ）Ａ、Ｂ、Ｄ、及び対象の分析物を含む複合体を、組成物の他の構成成分から分離
するステップと、
　（ｃ）複合体におけるＥＣＬ部分を電気化学的エネルギーに直接曝すことにより、ＥＣ
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Ｌ部分に電磁放射の繰り返し放射を引き起こすステップと、
　（ｄ）放射された電磁放射を検出し、それにより対象の分析物の存在を検出するステッ
プと
　を含む、試料における対象の分析物を検出する方法。
【請求項２】
　ＢとＤの両方は対象の分析物に連結しておらず、
　Ｂが対象の分析物の類似体に連結している場合には、Ｄは対象の分析物の結合パートナ
ーに連結しており、Ｂが対象の分析物の結合パートナーに連結している場合には、Ｄは対
象の分析物の類似体に連結しているという条件で、
　（ａ）（Ａ）ｋ、（Ｂ）ｕ、（Ｃ）、（Ｄ）ｘ

　［式中、
　Ａは、電気化学的エネルギー源に直接曝すことにより電磁放射を繰り返し放射すること
が引き起こされ得るＥＣＬ部分であり、
　Ｂは第１の担体であって、その中に２以上のＡを含み、Ｂは対象の分析物の類似体に連
結しているか、又は対象の分析物の第１の特異的結合パートナーに連結しており、
　Ｃは対象の分析物を含むことがある試料であり、
　Ｄは対象の分析物に連結しているか、対象の分析物の類似体に連結しているか、又は対
象の分析物の第２の特異的結合パートナーに連結している第２の担体であり、
　ｕ、及びｘは、各々１以上の整数であり、ｋは、２以上の整数である。］
　を含む組成物を形成するステップと、
　（ｂ）Ａ、Ｂ、Ｄを含む複合体を、該組成物の他の構成成分から分離するステップと、
　（ｃ）該複合体におけるＥＣＬ部分を電気化学的エネルギーに直接曝すことにより、Ｅ
ＣＬ部分に電磁放射の繰り返し放射を引き起こすステップと、
　（ｄ）放射された電磁放射を検出し、それにより対象の分析物の存在を検出するステッ
プと
　を含む、試料における対象の分析物を検出する方法。
【請求項３】
　前記対象の分析物が核酸であり、前記第１の特異的結合パートナーが核酸であり、前記
第２の特異的結合パートナーが核酸である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記対象の分析物がタンパク質であり、前記第１の特異的結合パートナーが抗体、抗体
の一部又は結合たんぱく質であり、前記第２の特異的結合パートナーが抗体、抗体の一部
又は結合たんぱく質である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　Ｂが前記第１の特異的結合パートナーに連結しており、Ｄが前記第２の特異的結合パー
トナーに連結している、請求項１～４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の担体がポリスチレンビーズであり、前記第２の担体が磁性ビーズである、請
求項１～５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　共反応化合物の前記組成物への添加を更に含む、請求項１～６の何れか１項に記載の方
法。
【請求項８】
　前記共反応化合物がアミン又はアミン部分である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　Ｂ及びＤが独立して、ポリスチレン、ポリプロピレン、アガロース、アクリルアミド、
リン脂質、ニトロセルロース、ナイロン、ＰＶＤＦ、セファロース、セファデックス、ヒ
アルロン酸、キチン、アシルジェラン、デキストラン、カルボキシメチルセルロース、カ
ルボキシメチルデンプン、カルボキシメチルキチン、及びポリ（ラクチド－ｃｏ－エチレ
ングリコール）から選択される化合物を含む、請求項１～８の何れか１項に記載の方法。
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【請求項１０】
　Ｂを有機溶剤に溶解するステップを更に含む、請求項１～９の何れか１項に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記有機溶剤が、アセトニトリル、ＴＨＦ、ベンゼン、又はこれらの混合物である請求
項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＥＣＬ部分がオスミウム及びルテニウムから選択される金属イオンを含む、請求項
１～１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＥＣＬ部分が、Ｒｕ（ｂｐｙ）３［Ｂ（Ｃ６Ｆ５）４］２である、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記ＥＣＬ部分が、ルブレン、又は９，１０－ジフェニルアントラセンを含む、請求項
１～１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　試料における対象の分析物を検出するためのキットであって、
　２以上のＥＣＬ部分を含む第１の担体であって、該ＥＣＬ部分が、電気化学的エネルギ
ー源に直接曝されることにより電磁放射を繰り返し放射することを引き起こすことができ
、該第１の担体は、対象の分析物の類似体に連結するか、又は対象の分析物の第１の特異
的結合パートナーに連結する、第１の担体と、
　対象の分析物の類似体に連結するか、又は対象の分析物の第２の特異的結合パートナー
に連結する、第２の担体と
　を含む、キット。
【請求項１６】
　試料における対象の分析物を検出するためのキットであって、
　２以上のＥＣＬ部分を含む第１の担体であって、該ＥＣＬ部分が、電気化学的エネルギ
ー源に直接曝されることにより電磁放射を繰り返し放射することを引き起こすことができ
、該第１の担体は、対象の分析物の類似体に連結するか、又は対象の分析物の第１の特異
的結合パートナーに連結する、第１の担体と、
　対象の分析物の類似体に連結するか、又は対象の分析物の第２の特異的結合パートナー
に連結する、第２の担体と、
　対象の分析物に連結するか、対象の分析物の類似体に連結するか、又は対象の分析物の
第２の特異的結合パートナーに連結する、第２の担体と
　を含み、
　該第１の担体と第２の担体の両方は、対象の分析物に連結せず、
　該第１の担体が対象の分析物の類似体に連結している場合には、該第２の担体は該第２
の特異的結合パートナーに連結し、該第１の担体が第１の結合パートナーに連結している
場合には、該第２の担体は対象の分析物の類似体に連結する、キット。
【請求項１７】
　前記ＥＣＬ部分がオスミウム及びルテニウムから選択される金属イオンを含む、請求項
１５又は１６に記載のキット。
【請求項１８】
　前記ＥＣＬ部分が、Ｒｕ（ｂｐｙ）３［Ｂ（Ｃ６Ｆ５）４］２である、請求項１７に記
載のキット。
【請求項１９】
　前記ＥＣＬ部分が、ルブレン、及び９，１０－ジフェニルアントラセンから選択される
、請求項１５又は１６に記載のキット。
【請求項２０】
　前記第１の担体がポリスチレンビーズであり、且つ／又は前記第１の担体が磁化ビーズ
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である、請求項１５～１９の何れか１項に記載のキット。
【請求項２１】
　前記対象の分析物が核酸であり、前記第１の特異的結合パートナー及び前記第２の特異
的結合パートナーがオリゴヌクレオチドである、請求項１５～２０の何れか１項に記載の
キット。
【請求項２２】
　前記対象の分析物がタンパク質であり、前記第１の特異的結合パートナーが抗体、抗体
の一部又は結合たんぱく質であり、前記第２の特異的結合パートナーが抗体、抗体の一部
又は結合たんぱく質である、請求項１５～２０の何れか１項に記載のキット。
【請求項２３】
　前記ＥＣＬ部分が有機溶剤に可溶である、請求項１５～２２の何れか１項に記載のキッ
ト。
【請求項２４】
　前記ＥＣＬ部分が水性溶剤に不溶である、請求項２３に記載のキット。
【請求項２５】
　前記第１及び第２の担体がビーズである、請求項１５～２４の何れか１項に記載のキッ
ト。
【請求項２６】
　対象の分析物を含む試料と、
　請求項１５～２５の何れか１項に記載のキットにおける前記第１及び第２の担体と
　を含む、組成物。
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